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鎌倉期の奉行人について（二）

鎌
倉
期
の
奉
行
人
に
つ
い
て
（
三

〔
目
次
〕

一
は
じ
め
に

囚
む
す
び
に

二
各
種
の
奉
行
人

（
１
）
公
家
・
武
家
奉
行
人

（
２
）
鎌
倉
・
六
波
羅
ｂ
鎮
西
奉
行
人

（
３
）
公
事
・
安
堵
ｄ
官
途
・
寺
社
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（
２
）
引
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奉
行
人

（
１
）
引
付
の
設
置

（
６
）
本
・
合
・
先
・
当
夕
別
奉
行
人

引
付
の
設
置
と
引
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行
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（
５
）
地
・
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訴
奉
行
人

３
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公
事
・
安
堵
ｄ
官
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行
人
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第
五
一
巻
第
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４
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・
問
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（
４
）
政
所
・
問
注
・
侍
所
・
引
付
奉
行
人

（
１
）

武
家
政
権
と
し
て
の
鎌
倉
幕
府
草
創
の
契
機
を
め
ぐ
っ
て
は
今
な
お
諸
説
が
錯
綜
し
確
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
政
所
、
問

注
所
、
侍
所
が
い
わ
ば
頼
朝
の
補
助
的
な
施
政
機
関
と
し
て
幕
府
草
創
の
頃
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
政
所
は
三
位
以
上
の
有
位
者
に
認
め
ら
れ
た
家
政
機
関
で
あ
り
、
頼
朝
が
従
二
位
に
昇
叙
さ
れ
た
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
頃
に

（
２
）

設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
所
の
前
身
と
も
称
さ
れ
る
公
文
所
は
一
兀
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
に
新
造
さ
れ
吉
書
始
が
行
な
わ
れ
た

（
３
）

（
４
）

が
、
同
年
に
問
注
所
も
「
点
二
御
亭
東
面
廟
二
ヶ
間
一
」
じ
て
設
け
ら
れ
た
。
問
注
所
は
当
初
、
政
所
の
一
部
局
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

（
５
）

る
が
、
次
第
に
独
自
の
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
侍
所
は
最
も
早
く
、
常
陸
国
の
佐
竹
秀
義
を
滅
亡
さ
せ
た
佐

（
６
）

竹
〈
口
戦
の
直
後
、
治
承
四
年
（
一
一
八
○
）
に
平
氏
政
権
下
に
お
け
る
坂
東
八
箇
国
の
侍
奉
行
職
を
踏
襲
し
て
設
置
さ
れ
た
。

前
述
し
た
「
吾
妻
鏡
」
建
久
二
年
（
一
一
九
二
正
月
一
五
日
条
に
は
、
政
所
、
問
注
所
、
侍
所
の
役
職
名
と
就
任
者
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
政
所
の
役
職
と
し
て
は
別
当
、
令
、
案
主
、
知
家
事
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
問
注
所
に
は
執
事
、
侍
所
に
は
別
当
お
よ
び
所

司
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
公
事
奉
行
人
や
鎮
西
奉
行
人
が
京
都
守
護
と
並
ん
で
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
頼
朝
を
補
佐
し
、

武
家
政
権
の
中
枢
を
支
え
る
役
職
で
あ
り
、
有
力
な
政
務
担
当
者
集
団
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
公
家
奉
行
人
に
対
す
る

武
家
奉
行
人
、
あ
る
い
は
六
波
羅
奉
行
人
や
鎮
西
奉
行
人
に
対
す
る
鎌
倉
奉
行
人
と
い
っ
た
奉
行
人
の
広
義
の
用
法
を
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
の
役
職
の
就
任
者
を
さ
し
て
機
関
毎
に
政
所
奉
行
人
、
問
注
所
奉
行
人
、
侍
所
奉
行
人
と
総
称
し
た
こ
と
が
ま
ず
想
定
ざ

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
の
「
関
東
新
制
条
々
」
の
事
書
に
は
、
担
当
奉
行
の
書
き
入
れ
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
法

（
７
）
．

（
８
）

生
〈
云
的
立
役
事
」
に
は
「
奉
行
侍
所
」
、
「
仏
事
間
事
」
に
は
「
文
応
奉
行
政
所
」
、
「
可
三
専
守
二
式
日
一
事
」
に
は
「
弘
長
奉
行
問
注
所

れ
る
。 二
各
種
の
奉
行
人

２



鎌倉期の奉行人について（二）
（
９
）

執
事
」
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
事
書
の
右
一
肩
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
砿
一
つ
で
あ
る
が
、
「
可
レ
令
三
如
法
勤
．
行
諸
堂
年
中
仏
事
等
一
事
」

に
つ
い
て
は
、
事
書
の
下
に
「
奉
行
人
行
一
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
。
「
行
一
」
と
は
法
名
で
あ
り
、
二
階
堂
行
忠
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
行
忠
は
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
引
付
衆
と
し
て
初
め
て
登
用
さ
れ
、
文
永
元
年
（
一
一
一
六
四
）
に
は
評
定
衆
と
な
り
、
さ
ら

（
ｕ
）

に
弘
安
六
年
（
’
一
一
八
一
一
一
）
に
政
所
執
事
を
兼
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
正
応
一
一
一
年
（
一
二
九
○
）
の
死
去
に
至
る
時
ま
で
、

（
ｕ
）

評
定
衆
と
政
所
執
事
の
職
に
あ
り
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
別
当
な
い
し
令
よ
り
一
名
が
政
所
の
事
務
を
専
管
す
る
政
所
執
事
に
任
命
三
Ｃ

（
Ⅲ
）

れ
た
の
で
あ
る
が
、
行
忠
は
政
所
執
事
と
し
て
、
こ
の
年
中
仏
事
等
を
担
当
す
る
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
政
所
、
問
住
所
、
侍
所
の
別
当
や
執
事
等
の
い
わ
ば
機
関
の
総
括
責
任
者
や
管
理
的
職
務
に
携
わ
る
者
を
含
め
て
、
広

く
そ
の
機
関
に
所
属
す
る
者
全
体
を
政
所
奉
行
人
、
問
注
所
奉
行
人
、
侍
所
奉
行
人
と
捉
え
る
観
念
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
一
方
、
他

方
で
は
狭
義
的
に
そ
れ
ら
の
機
関
の
実
務
担
当
者
、
下
僚
的
性
格
を
有
す
る
者
を
特
に
奉
行
人
と
し
て
捉
え
る
概
念
が
存
在
し
た
。
「
吾

妻
鏡
』
宝
治
元
年
（
一
一
一
四
七
）
七
月
七
日
条
に
は
、
「
左
親
衛
招
．
請
評
定
衆
井
奉
行
人
〈
有
二
盃
酒
椀
飯
等
結
構
→
剰
及
一
一
引
出
物
一

云
々
」
と
あ
り
、
奉
行
人
は
各
機
関
の
役
職
を
兼
務
し
政
務
全
体
に
関
与
す
る
評
定
衆
と
は
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

実
務
官
僚
的
な
奉
行
人
の
存
在
は
後
述
す
る
引
付
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、
問
注
所
に
お
い
て
も
ま
た
明
確
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
次
に
掲
げ
る
追
加
法
一
一
一
五
一
一
は
、
や
は
り
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
「
関
東
新
制
条
々
」
に
み
ら
れ
る
一
条
項
で
あ
る
。

問
注
所
執
事
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
奉
行
人
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
執
事
は
奉
行
人
等
の
「
勤
否
」
を
注
申
す
べ
し
と
さ
れ
て
い
３

問
注
遅
引
事

問
注
所
執
事
井
奉
行
人
等
、
致
二
緩
怠
一
之
故
也
、
政
道
之
源
、
只
在
二
此
事
弍
云
二
執
事
一
云
二
奉
行
人
等
一
殊
存
二
忠
勤
弍
可
レ

致
二
沙
汰
一
也
、
各
随
二
彼
勤
否
一
可
レ
有
二
賞
罰
『
且
於
二
奉
行
人
等
勤
否
一
考
、
執
事
可
し
注
．
申
之
一
笑
、



「
左
親
衛
」
は
執
権
の
北
条
経
時
、
「
摂
津
前
司
」
お
よ
び
「
若
狭
前
司
」
は
評
定
衆
の
中
原
師
員
と
三
浦
泰
村
を
さ
す
。
「
加
賀
民

部
大
夫
」
は
問
注
所
執
事
の
三
善
康
持
の
こ
と
で
あ
る
。
「
諸
人
訴
論
事
」
に
つ
い
て
の
評
議
の
結
果
が
、
執
権
か
ら
問
注
所
執
事
に

伝
え
ら
れ
下
知
状
が
作
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
事
書
の
確
定
が
遅
延
気
味
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
奉
行
人
に
事
書
と
御
下
知
草
案

を
照
合
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
『
吾
妻
鏡
』
の
同
年
九
月
二
五
日
条
の
記
事
に
、
よ
り
具
体
的

問
注
所
の
奉
行
人
を
し
て
下
知
状
の
作
成
、
お
よ
び
事
書
と
の
照
合
と
い
っ
た
実
務
的
な
作
業
に
あ
た
ら
せ
た
と
い
え
る
。
前
述
の

記
事
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
問
注
所
執
事
が
執
権
に
事
書
に
つ
い
て
了
解
を
得
た
後
で
下
知
状
を
作
成
し
て
い
た
よ

（
ｕ
）

な
形
で
主
の
ら
わ
れ
て
い
る
。

る
か
ら
、
奉
行
人
は
執
事
の
評
価
対
象
と
さ
れ
る
下
僚
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
吾
妻
鏡
』
寛
元
元
年
（
’
一
一
四
一
一
一
）
五
月
４

一
一
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

諸
人
訴
論
事
有
二
評
定
一
事
書
入
二
見
参
一
可
二
施
行
一
之
由
、
被
二
仰
下
一
之
処
、
御
成
敗
遅
々
、
尤
以
不
便
、
自
今
以
後
、
付
二

奉
行
人
→
任
二
事
書
一
早
々
可
レ
成
二
御
下
知
『
又
御
下
知
与
二
事
書
一
於
二
問
注
所
一
可
レ
令
二
勘
合
『
享
書
無
二
相
違
一
考
、
可
レ

下
一
一
・
之
由
一
被
し
仰
二
加
賀
民
部
大
夫
一

今
日
、
於
二
左
親
衛
御
一
員
摂
津
前
司
、
若
狭
前
司
等
参
会
、
諸
人
訴
論
事
及
二
沙
汰
『
次
親
衛
被
レ
遺
三
御
書
於
二
加
賀
民
部
大

夫
許
弍
是
評
定
難
一
一
事
終
一
事
書
遅
々
之
時
、
諸
人
歎
申
事
也
、
向
後
付
一
一
奉
行
人
等
弍
引
ョ
合
事
書
与
二
御
下
知
草
案
《
加
二
内

評
定
一
之
後
、
可
レ
令
二
清
書
一
之
由
云
々
、



鎌倉期の奉行人について（二）

「
雑
務
稽
古
」
を
怠
り
「
酒
宴
放
遊
」
に
耽
り
、
訴
人
の
面
談
審
理
、
証
文
の
理
非
究
明
も
行
な
わ
ず
、
評
定
の
場
に
お
い
て
下
問

（
蛆
）

に
も
満
足
に
答
え
ら
れ
な
い
問
注
奉
行
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
大
田
民
部
大
夫
」
は
問
注
所
執
事
の
一
二
善
康
連
、
「
信
濃
民
部
大

夫
入
道
行
然
」
は
政
所
執
事
の
藤
原
行
盛
の
こ
と
で
あ
り
、
夙
に
佐
藤
進
一
氏
が
「
即
ち
問
注
所
・
政
所
の
各
管
下
に
訴
訟
審
理
の
奉

（
Ⅳ
）

行
人
が
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
問
注
奉
行
人
と
は
問
注
所
や
政
所
に
所
属
す
る
下
僚
で
あ
っ
た
が
、
問
注

所
執
事
を
先
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
や
「
問
注
奉
行
人
等
」
と
「
等
」
字
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
問
注
奉
行
人
は
主
と
し
て

問
注
所
の
奉
行
人
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
「
吾
妻
鏡
」
寛
元
一
一
一
年
（
’
一
一
四
五
）
一
一
一
月
二
五
日
条
に
、
松

浦
執
行
源
授
と
鶴
田
五
郎
源
馴
と
の
相
論
に
係
わ
っ
て
、
「
以
レ
馴
令
レ
悪
コ
ロ
問
註
奉
行
人
越
前
兵
庫
助
政
宗
一
之
由
、
構
．
申
無
実
一

之
間
、
被
し
尋
二
証
人
一
之
処
、
大
田
太
郎
兵
衛
尉
康
宗
、
志
村
太
郎
入
道
寂
円
進
二
誓
文
『
不
し
令
し
悪
。
ｐ
政
宗
一
之
由
也
」
と
い
う

記
事
が
あ
る
。
事
実
無
根
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
悪
口
の
対
象
と
さ
れ
た
問
注
奉
行
人
の
越
前
政
宗
は
、
翌
年
、
次
に
掲
げ
る
よ
う

う
で
あ
る
が
い
ろ
い
ろ
と
不
備
が
生
じ
た
よ
う
で
、
事
前
に
奉
行
人
が
事
書
と
下
知
状
草
案
を
勘
合
し
内
評
定
の
上
で
下
知
状
を
作
成

す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
い
わ
ば
問
注
所
執
事
の
下
僚
と
し
て
そ
の
実
務
を
担
当
す
る
奉
行
人
は
、
問
注

所
奉
行
人
で
は
な
く
問
注
奉
行
人
と
称
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
問
注
奉
行
人
と
は
当
事
者
の
対
決
に
よ
る
取
り
調
べ
、
訴
訟
の
審
理
を
担

（
胆
）

当
す
る
奉
行
人
で
あ
り
、
必
ず
し
も
問
注
所
の
奉
行
人
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
掲
げ
る
「
五
口
妻
鏡
」
宝
治
二
年
（
一

二
四
八
）
’
一
月
一
一
一
一
一
日
の
記
事
は
、
そ
の
よ
う
な
問
注
奉
行
人
の
姿
を
極
め
て
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
て
い
る
。

問
注
奉
行
人
等
、
閣
二
雑
務
稽
古
→
酒
宴
放
遊
為
し
事
、
不
し
面
。
謁
訴
人
一
不
し
見
。
究
証
文
理
非
一
之
間
、
臨
二
評
定
座
一
之
時
、

預
二
下
問
一
事
等
、
所
二
答
申
一
頗
令
二
停
滞
→
於
二
如
レ
然
輩
一
考
、
不
し
可
二
召
仕
一
之
由
、
普
可
二
相
触
一
之
趣
、
今
日
被
し
仰
．

付
大
田
民
部
大
夫
、
信
濃
民
部
大
夫
入
道
行
然
等
一
云
々
、

５



ま
だ
引
付
が
設
置
さ
れ
る
以
前
で
あ
り
、
御
家
人
に
関
係
す
る
相
論
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
事
件
の
管
轄
は
問
注
所
で
あ
っ
た
と
恩

（
四
）

わ
れ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
康
一
兀
一
兀
年
（
一
一
一
五
六
）
正
月
一
六
日
条
に
「
越
前
丘
〈
庫
助
政
宗
卒
伸
唾
、
一
一
番
引
付
右
筆
也
」
と
あ
り
、
越
前

政
宗
は
引
付
設
置
後
は
引
付
に
移
り
そ
の
右
筆
と
し
て
死
去
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
問
注
所
に
所
属
す
る
奉
行
人
、
問
注
奉
行
人
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
当
時
、
問
注
奉
行
人
を
め
ぐ
っ
て
は
、
訴
訟
当
事
者
の
信
頼
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
「
吾
妻
鏡
』
に

は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

（
肥
）

な
所
領
相
論
の
審
理
を
担
上
「
し
て
い
る
。

（
Ｂ
）
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
一
一
一
年
（
一
二
四
五
）
五
月
一
一
一
日
条

今
日
諸
人
訴
訟
事
、
被
し
定
一
一
其
法
→
所
謂
被
し
仰
コ
下
問
注
所
一
之
処
、
寄
二
事
於
左
右
（
当
参
之
輩
令
二
難
渋
一
之
條
、
自
由

也
、
奉
行
人
催
促
、
過
二
五
ヶ
度
一
考
、
慥
随
レ
被
し
注
．
進
交
名
（
可
し
被
し
処
二
罪
科
一
也
、
又
奉
行
人
、
訴
人
参
対
之
時
令
二

不
参
一
不
し
記
二
申
詞
一
者
、
可
し
註
．
申
交
名
『
同
可
レ
被
し
処
二
其
科
一
云
々
、

（
Ａ
）
「
吾
妻
鏡
』
寛
元
一
一
一
年
（
一
二
四
五
）
一
一
一
月
一
一
一
○
日
条

諸
人
間
性
事
、
被
し
差
二
奉
行
人
一
之
処
、
一
方
遁
避
之
由
、
間
依
レ
有
一
一
其
聞
一
自
今
以
後
、
相
。
触
奉
行
人
一
可
し
注
一
一
交
名
→

就
二
彼
状
一
可
レ
有
二
誠
沙
汰
一
之
由
被
二
仰
出
一
加
賀
民
部
大
夫
奉
．
行
之
一

肥
前
国
御
家
人
安
徳
三
郎
右
馬
允
政
康
所
領
事
、
任
一
一
舎
兄
政
尚
・
政
家
之
例
『
除
二
所
職
一
井
安
堵
下
文
之
外
私
領
、
可
し
召
．

上
肥
前
国
三
根
西
郷
内
刀
延
名
三
分
一
一
之
由
、
越
前
兵
庫
助
奉
行
、
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鎌倉期の奉行人について（二）

こ
れ
ら
は
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
六
月
一
五
日
に
執
権
北
条
泰
時
が
六
波
羅
探
題
の
北
条
重
時
・
時
盛
に
対
し
て
、
関
東
か
ら
の

問
注
記
の
取
扱
に
つ
い
て
命
じ
た
「
問
注
記
調
進
同
可
二
存
知
一
條
々
」
の
中
に
盛
ら
れ
た
条
項
で
あ
る
。
こ
の
少
し
前
の
同
年
三
月

二
○
日
に
は
や
は
り
両
探
題
に
対
し
て
、
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
の
問
注
記
調
進
に
つ
い
て
の
布
達
が
出
さ
れ
て
お
り
（
追
加
法
一
六
○
）
、

お
そ
ら
く
問
注
奉
行
人
に
対
す
る
訴
訟
当
事
者
の
評
価
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
召
文
を
無
視
し
て
問
注
所
に
出
頭
し
な
い
者
が
い
た

よ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
の
交
名
を
注
進
し
て
処
罰
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
逆
に
原
告
が
出
頭
し
て
も
奉
行
人
が
欠
席
し
取
り

調
べ
を
し
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
奉
行
人
の
交
名
を
注
進
し
処
罰
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
要
す

る
に
問
注
奉
行
人
の
質
に
係
わ
っ
て
生
起
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
次
に
掲
げ
る
追
加
法
一
六
五
お
よ
び
一
六
六
の
条
項
は
、
そ
の

よ
う
な
問
題
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

関
東
進
問
注
記
未
到
事

右
、
都
鄙
之
問
、
奉
行
人
之
憾
怠
歎
、
且
於
二
路
次
一
令
二
紛
失
一
嗽
、
実
以
非
し
無
二
不
審
弍
自
今
已
後
、
以
一
一
月
次
之
引
付
→

注
．
進
之
一
看
、
白
一
一
関
東
一
又
随
二
到
来
（
可
し
被
し
遣
二
合
点
状
一
也
、

文
書
調
進
之
事

右
、
巨
細
取
二
目
録
弍
可
レ
被
し
副
コ
進
之
『
云
二
不
足
一
云
二
加
増
→
是
則
奉
行
人
緩
怠
之
故
也
、
加
レ
之
、
於
二
進
上
正
文
一
者
、

不
し
可
レ
及
二
子
細
《
至
二
取
進
案
文
一
者
、
書
下
校
．
合
正
文
一
由
上
、
毎
し
枚
以
二
奉
行
人
之
手
跡
一
可
レ
書
二
文
書
之
端
一
也
、

兼
又
継
。
進
文
書
一
之
時
、
訴
人
定
封
二
続
目
一
鰍
、
奉
行
人
同
毎
二
継
目
（
可
レ
加
三
封
判
於
二
両
方
文
書
一
也
、
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以
上
、
問
注
奉
行
人
に
つ
い
て
先
に
述
べ
て
き
た
。
叙
述
の
順
が
前
後
し
た
が
、
次
に
政
所
奉
行
人
に
つ
い
て
述
べ
る
。
実
は
史
料

上
に
お
い
て
、
明
確
な
形
で
政
所
奉
行
人
の
名
称
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
わ
ず
か
に
年
代
未
詳
の
「
泰

（
卯
）

行
人
の
意
見
乃
至
は
備
亡
心
の
類
い
」
と
さ
れ
る
、
参
考
資
料
六
四
以
降
の
五
項
目
か
ら
な
る
規
定
の
冒
頭
に
表
題
と
し
て
「
政
所
奉
行

（
皿
）

成
敗
事
」
と
あ
る
の
を
見
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。
政
所
の
職
員
と
し
て
「
五
口
妻
鏡
』
に
は
、
政
所
寄
人
が
何
ヶ
所
か
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
三
月
九
日
条
の
記
事
に
は
「
掃
部
允
藤
原
行
光
加
二
政
所
寄
人
一
云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
正
嘉
元
年
（
一
一
一
五
七
）

二
月
一
一
日
条
に
は
将
軍
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
参
詣
に
際
し
て
政
所
寄
人
が
給
仕
役
と
し
て
「
手
長
」
を
勤
め
た
こ
と
が
み
え
る
。
先
の
藤

（
犯
）

原
行
光
は
寄
人
と
な
っ
た
直
後
、
武
蔵
国
に
お
け
る
大
河
戸
御
厨
と
伊
豆
宮
神
人
等
と
の
喧
嘩
を
沙
汰
し
、
ま
た
頼
朝
没
後
に
頼
家
が

（
羽
）

そ
の
跡
を
継
い
だ
際
の
正
治
元
年
（
’
’
九
九
）
の
吉
書
始
に
、
大
江
広
元
、
一
二
浦
義
澄
、
源
光
行
、
八
田
知
家
、
和
田
義
盛
、
比
企

（
型
）

能
員
、
梶
原
景
時
等
の
枢
要
人
物
と
共
に
列
席
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
藤
原
行
光
の
事
績
か
ら
す
る
と
、
政
所
寄
人
は
実
務
的
な
下

僚
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
執
事
等
に
近
い
政
務
担
当
者
と
み
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
『
吾
妻
鏡
」
承
元
四
年
（
一
二
一
○
）
’
一
一
月

二
一
日
条
に
は
、
中
原
仲
業
が
問
注
所
寄
人
を
兼
務
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
仲
業
は
中
原
親
能
の
家
人
で
あ
る
が
、
建
久
二
年

（
一
一
九
二
に
既
に
公
事
奉
行
人
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
藤
原
行
光
と
同
様
に
政
務
担
当
者
的
性
格
を
有
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も

鎌
倉
初
期
に
お
い
て
は
、
寄
人
と
奉
行
人
を
同
様
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
と
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
奉
行
人
は
問
注
奉
行
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
緩
怠
」
「
慨
怠
」

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
追
加
法
一
六
五
で
は
、
調
進
文
書
目
録
の
適
正
さ
、
案
文
の
校
合
処
理
、
継
進
文
書
の
封
判
、
等
に
つ
い
て

の
奉
行
人
に
対
す
る
指
示
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
追
加
法
一
六
六
で
は
、
問
注
記
が
未
到
と
い
う
状
況
に
対
し
「
月
次
之
引
付
」

（
月
毎
の
記
録
の
よ
う
な
も
の
か
）
を
以
て
調
進
し
、
到
来
の
時
は
「
合
点
状
」
（
六
波
羅
探
題
が
作
成
す
る
も
の
か
）
を
発
給
す
べ
き

こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
注
奉
行
人
を
め
ぐ
る
状
況
が
、
後
述
す
る
引
付
設
置
の
一
つ
の
要
因
を
な
し
て
い
た
の
で
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鎌倉期の奉行人について（二）

（
妬
）

佐
藤
進
一
氏
が
政
所
と
問
注
所
と
の
管
轄
範
囲
を
導
き
出
し
た
史
料
で
あ
る
が
、
奉
行
人
の
成
敗
に
従
わ
な
い
者
を
処
罰
す
る
法
の

制
定
を
政
所
に
命
じ
て
お
り
、
政
所
と
奉
行
人
の
密
接
な
関
係
を
想
定
き
せ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
政
所
の
奉
行
人
も
、
訴
訟
審
理
に

携
わ
る
限
り
で
は
問
注
所
の
奉
行
人
と
同
様
に
広
い
意
味
で
は
問
注
奉
行
人
と
称
さ
れ
得
た
。
と
は
い
え
政
所
が
財
政
を
は
じ
め
様
々

な
一
般
行
政
に
関
与
し
、
当
初
は
問
注
所
を
も
そ
の
中
に
含
む
最
高
の
政
務
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に
所
属
す
る
奉

行
人
も
問
注
奉
行
人
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
奉
行
人
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ま
ず
雑
色
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
鎌
倉
幕
府
の
雑
色
に
は
、
御
使
雑
色
、
朝
夕
雑
色
、
国
雑

（
妬
）

色
の
一
二
種
類
が
あ
っ
た
。
御
使
雑
色
に
つ
い
て
は
、
頼
朝
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
た
状
況
が
申
宗
大
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
式
」
れ
て
い

（
幻
）

る
。
福
田
豊
彦
氏
は
、
や
は
肌
リ
頼
朝
の
雑
色
に
つ
い
て
そ
の
職
掌
を
四
項
目
に
分
類
し
て
詳
述
し
た
上
で
、
幕
府
吏
僚
と
の
親
近
性
に

（
犯
）

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
国
雑
色
は
政
所
に
所
属
し
た
こ
と
や
、
訴
訟
の
際
に
召
文
配
布
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
等
が
述
べ
ら

（
羽
）

れ
て
い
る
。
雑
色
は
下
級
奉
行
人
と
到
り
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
雑
色
は
一
般
的
に
は
姓
を
持
た
ず
身
分
的
に

は
か
な
り
低
い
階
層
に
位
置
し
、
雑
色
を
奉
行
人
と
称
し
た
例
は
み
あ
た
ら
な
い
。
福
田
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
追
加
法
一
一
一
三
や

（
釦
）

一
二
八
四
に
よ
れ
ば
雑
色
は
奉
行
人
の
統
属
下
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
し
て
両
者
は
一
応
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』

建
暦
元
年
（
’
一
一
一
一
）
五
月
一
九
日
条
に
小
笠
原
御
牧
々
士
と
奉
行
人
一
一
一
浦
平
六
兵
衛
尉
吉
村
代
官
と
の
喧
嘩
の
沙
汰
に
関
す
る
記

事
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
対
二
如
レ
此
地
下
職
人
『
称
二
奉
行
（
窓
令
二
張
行
一
之
間
、
動
及
二
喧
嘩
一
偏
忘
二
公
平
一
之
所
し
致
也
」
と

政
所
が
統
括
す
る
奉
行
人
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
六
年
（
一
一
一
五
四
）
四
月
二
七
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が

み
え
る
。

鎌
倉
中
雑
人
井
非
御
家
人
之
輩
不
レ
従
二
奉
行
人
成
敗
一
事
、
殊
可
レ
有
二
誠
沙
汰
一
事
、
被
し
定
二
其
法
一
被
し
仰
二
政
所
一
云
々
、
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さ
れ
て
い
る
。
地
下
職
人
を
代
官
と
し
た
こ
と
が
喧
嘩
の
要
因
で
あ
り
、
奉
行
人
の
職
務
は
そ
れ
な
り
の
し
か
る
べ
き
人
物
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
同
時
に
確
か
に
他
方
で
は
地
下
職
人
が
現
実
に
奉
行
人
の
代
官
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
実
証
的
に
確
認
で
き
な
い
が
雑
色
の
よ
う
な
低
い
身
分
の
者
が
時
代
の
進
展
と
と
も
に
奉
行
人
層
に
繰
り
込
ま
れ
て

い
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。

さ
て
政
所
は
鎌
倉
市
中
に
関
す
る
一
般
行
政
を
管
掌
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
と
の
関
連
で
地
奉
行
人
お
よ
び
保
奉
行
人
に
つ
い

（
皿
）

て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
地
・
保
奉
行
人
は
政
所
が
統
括
す
る
奉
行
人
と
し
て
捉
箪
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
次
に
掲
げ
る
追
加
法
三
九
一
一
一
は
、
弘
長
一
兀
年
（
一
一
一
六
一
）
「
関
東
新
制
条
々
」
中
の
一
条
項
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
人
倫
売
買
に
関
す
る
規
定
の
一
つ
で
あ
る
が
、
「
人
商
」
を
業
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
鎌
倉
中
に
お
い
て
は
保
奉
行
人
を

し
て
そ
の
交
名
を
注
進
し
追
放
す
る
こ
と
を
命
じ
、
諸
国
に
お
い
て
は
守
護
地
頭
に
科
断
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
掲
げ

る
追
加
法
一
一
五
に
よ
れ
ば
、
延
応
元
年
（
’
一
一
一
一
一
九
）
の
時
に
既
に
「
信
濃
民
部
入
道
」
す
な
わ
ち
政
所
執
事
の
二
階
堂
行
盛
に
対

し
て
、
人
倫
売
買
の
禁
制
が
あ
ら
た
め
て
布
達
さ
れ
て
い
た
。

可
し
令
し
禁
．
断
人
勾
引
井
人
売
一
事

件
之
輩
等
、
任
二
本
条
一
可
レ
被
二
断
罪
→
且
称
二
人
商
一
専
二
其
業
一
之
輩
、
鎌
倉
中
井
諸
国
市
之
間
、
多
以
有
し
之
云
々
、
自
今

以
後
、
於
二
鎌
倉
中
一
考
、
仰
二
保
之
奉
行
人
《
随
し
注
。
申
交
名
「
可
し
被
し
追
．
放
之
一
至
二
諸
国
一
者
、
仰
二
守
護
地
頭
→
固

可
し
令
し
科
．
断
之
一
笑
、

人
倫
売
買
事
、
禁
制
重
畳
、
而
寛
喜
飢
饅
之
時
、
被
二
相
宥
一
嗽
、
於
レ
今
者
、
任
二
論
旨
一
可
レ
令
二
停
止
一
之
由
、
重
可
レ
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鎌倉期の奉行人について（二）

お
そ
ら
く
状
況
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
諸
国
と
鎌
倉
中
の
場
合
の
順
が
逆
に
な
っ
た
り
、
ま
た
鎌
倉
中
の
場
合
の

処
断
が
追
放
か
ら
火
印
に
変
わ
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
追
加
法
三
九
三
と
同
趣
旨
の
規
定
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
進
一
氏
は
、

鎌
倉
市
中
の
市
内
警
察
権
が
政
所
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
史
料
で
あ
り
、
事
書
に
あ
る
政
所
と
侍
所
は
、
も
と
も
と
事
書

（
羽
）

の
右
肩
に
あ
っ
た
注
文
が
伝
写
の
誤
り
に
よ
っ
て
本
文
に
霞
入
さ
れ
た
も
の
と
み
る
。
ま
こ
と
に
慧
眼
と
い
う
ほ
か
な
く
、
従
っ
て
「
勾

引
人
」
お
よ
び
「
人
売
」
の
取
り
締
ま
り
と
処
断
は
、
鎌
倉
中
に
つ
い
て
は
政
所
、
諸
国
に
つ
い
て
は
侍
所
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
同
趣
旨
の
人
倫
売
買
の
禁
制
が
延
応
一
一
年
（
一
二
四
○
）
五
月
一
一
一
日
に
和
泉
国
守
護
所
に
宛
て
両
執
権

よ
り
布
達
さ
れ
て
お
り
（
追
加
法
一
四
二
）
、
お
そ
ら
く
各
地
の
守
護
に
人
倫
売
買
の
処
断
を
命
じ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ

（
犯
）
「

ち
人
倫
売
買
の
処
断
は
、
鎌
倉
中
に
つ
い
て
は
政
所
、
諸
国
に
つ
い
て
は
守
護
を
通
し
て
行
な
わ
れ
た
と
い
壷
え
る
。
保
奉
行
人
が
こ
れ

に
関
与
し
て
い
る
の
は
、
政
所
の
統
括
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
追
加
法
七
三
六
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
す
る
。

政
所
、
侍
所
、
勾
引
人
、
々
売
事

件
族
、
任
二
本
条
一
可
レ
処
二
罪
科
一
也
、
而
鎌
倉
中
井
諸
国
市
塵
間
、
多
有
下
専
二
此
業
一
之
輩
上
云
々
、
至
二
諸
国
一
者
、
仰
一
一
守
護

地
頭
等
一
慥
可
二
断
罪
一
於
二
鎌
倉
中
一
考
、
可
し
被
し
捺
三
火
印
於
二
其
面
一

被
二
下
知
一
之
由
、
被
一
一
仰
下
一
也
、

延
応
元
年
五
月
六
日

信
濃
民
部
入
道
殿

師基
員綱
判判
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え
る
。
保
奉
行
人
は
政
所
の
統
括
下
で
鎌
倉
中
に
お
い
て
そ
の
任
務
を
遂
行
し
た
の
で
あ
り
、
地
奉
行
人
も
含
め
て
政
所
奉
行
人
と
し

て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
侍
所
奉
行
人
に
つ
い
て
述
べ
る
。
史
料
上
に
そ
の
名
称
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
政
所
奉
行
人
と
同
様
に
あ
ま
り
な
く
、
管
見
の

（
弘
）

範
囲
で
は
次
に
掲
げ
る
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
「
関
東
新
制
条
々
」
中
の
一
条
項
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
の
内
容
と
「
奉
行
侍
所
」
の
書
き
入
れ
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
ら
四
条
項
は
い
ず
れ
も
侍
所
の
所
管
に
つ
い
て
の
規
定
と
考
え
ら
れ

る
。
「
二
所
御
参
詣
随
兵
役
事
」
と
は
、
箱
根
山
の
箱
根
権
現
と
伊
豆
山
の
走
湯
権
現
に
参
詣
す
る
際
に
供
奉
す
る
兵
役
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
費
用
を
百
姓
に
課
す
る
の
を
停
止
し
て
、
地
頭
得
分
に
従
っ
て
御
家
人
に
勤
仕
さ
せ
る
こ
と
を
侍
所
奉
行
人
に
命
じ
た

も
の
で
あ
る
。
侍
所
の
職
掌
は
様
々
に
あ
る
が
、
佐
藤
進
一
氏
が
夙
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
即
ち
一
言
以
て
す
れ
ば
、
御
家
人
の

（
弱
）

統
制
を
以
て
根
本
職
務
と
し
た
」
と
い
曇
え
る
。
随
兵
役
の
催
促
等
は
い
わ
ば
侍
所
の
最
も
重
要
な
職
務
に
直
接
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、

奉
行
侍
所

一
放
生
〈
玄
的
立
役
事

若
宮
流
鏑
馬
役
事

二
所
御
参
詣
随
兵
役
事

以
前
條
々
、
就
二
巡
役
一
被
一
一
催
促
一
之
時
、
充
．
課
彼
用
途
於
百
姓
一
之
由
、
有
二
其
聞
→
於
二
自
今
以
後
一
者
、
永
停
。
止
其
儀
一

以
二
地
頭
得
分
→
可
レ
令
二
勤
仕
一
之
旨
、
遍
可
レ
相
．
触
御
家
人
等
一
之
由
、
可
し
被
し
仰
二
侍
所
奉
行
人
等
一
也
、

（
傍
線
筆
者
）

同
居
随
兵
役
事
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鎌倉期の奉行人について（二）
御
家
人
に
対
し
て
そ
の
任
務
を
遂
行
し
得
る
の
は
、
侍
所
の
上
司
で
あ
る
別
当
あ
る
い
は
頭
人
な
い
し
所
司
し
か
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
「
関
東
新
制
条
々
」
の
次
の
条
項
で
あ
る
「
可
し
令
如
法
勤
二
行
諸
堂
年
中
仏
事
等
一
事
」
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
よ

う
に
そ
の
担
当
奉
行
人
は
政
所
執
事
の
二
階
堂
行
忠
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
侍
所
奉
行
人
は
政
務
担

当
者
を
含
め
た
広
義
の
意
味
で
の
奉
行
人
で
あ
り
、
実
務
的
な
下
僚
と
し
て
の
奉
行
人
を
さ
す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

佐
藤
進
一
氏
は
、
侍
所
の
構
成
を
論
ず
る
中
で
「
頭
人
の
指
揮
の
下
に
、
訴
訟
審
理
を
担
当
す
る
奉
行
人
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

（
弱
）

て
い
る
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
侍
所
は
当
初
は
刑
事
訴
訟
機
関
で
は
な
か
っ
た
の
で
そ
の
よ
う
な
職
員
は
存
在
せ
ず
、
裁
判
管
轄
の
変

化
に
よ
り
独
立
の
訴
訟
機
関
と
な
っ
た
後
も
専
任
の
奉
行
人
は
存
在
せ
ず
、
引
付
・
問
注
所
・
政
所
の
奉
行
人
が
兼
務
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
刑
事
訴
訟
の
準
備
手
続
、
付
帯
手
続
と
も
い
う
べ
き
犯
罪
者
の
捜
索
・
捕
縛
・
糺
問
・
刑
執
行
等
に
当

（訂）（犯）
る
職
員
」
す
な
わ
ち
「
検
断
の
吏
」
は
、
当
初
か
ら
の
御
家
人
統
制
に
あ
た
る
職
員
で
も
あ
り
、
軍
奉
行
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
述
べ

る
。
確
か
に
侍
所
に
は
、
引
付
奉
行
人
や
問
注
奉
行
人
の
よ
う
な
訴
訟
審
理
を
専
ら
担
当
す
る
奉
行
人
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
笠
木
一
成
氏
は
侍
所
の
構
成
に
つ
い
て
、
「
創
設
当
初
は
別
当
・
所
司
各
一
人
と
そ
の
お

の
お
の
の
家
人
・
郎
従
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
原
理
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
追
加
法
一
一
一
三
や
一
一
一
八
四
に
は
、
雑
色
等
と
同
じ
く
雑
役
に
従
事
す
る
か
な
り
低
い
身
分
の
「
侍
所
雑
仕
」
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
別
と
す
れ
ば
侍
所
に
は
実
務
的
な
下
僚
集
団
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
佐
藤
氏

が
検
断
職
員
と
捉
え
る
軍
奉
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
佐
藤
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
一
人
は
侍
所
頭
人
で
あ
る
し
、
ま
た
最
初
に
軍
奉

（
釣
）

行
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
平
家
追
討
の
際
に
お
け
る
和
田
義
盛
と
梶
原
景
時
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
雪
え
る
な
ら
ば
、
軍
奉
行
を
実
務
官
僚
的

な
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
侍
所
に
引
付
・
問
注
所
・
政
所
等
の
奉
行
人
が
出
張
っ
た
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
確
か
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
佐
藤
氏
は
、
『
沙
汰
未
練
書
』
に
「
奉
行
人
ハ
外
様
人
也
」

（
㈹
）

と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
と
み
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
外
様
者
」
に
つ
い
て
「
沙
汰
未
練
書
』
は
「
将
軍
家
奉
公
地
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．
（
い
）

頭
御
家
人
等
事
也
」
と
述
べ
て
お
ｈ
ソ
、
こ
の
注
釈
か
ら
す
る
と
侍
所
の
奉
行
人
を
引
付
や
問
注
所
に
お
け
る
吏
僚
と
し
て
の
奉
行
人
と

同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
侍
所
の
奉
行
人
は
地
頭
御
家
人
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
地
頭
と
並
ぶ

存
在
で
あ
る
守
護
は
『
沙
汰
未
練
書
」
に
は
あ
ま
り
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ず
、
地
頭
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
幕
府
成
立
時

（
⑫
）

に
お
け
る
惣
追
補
使
や
地
頭
と
の
関
係
を
め
〈
、
っ
て
と
り
わ
け
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
守
護
あ
る
い
は
守
護
人
は
、
ま
た
奉
行

（
蛆
）

人
と
ｊ
Ｄ
称
さ
れ
て
い
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
建
久
八
年
（
’
一
九
七
）
の
「
前
右
大
将
家
政
所
下
文
案
」
で
あ
る
。

前
右
大
将
家
政
所
下
左
兵
衛
尉
惟
宗
忠
久
Ｉ

可
下
早
為
一
一
大
隅
薩
摩
両
国
家
人
奉
行
人
一
致
上
一
一
沙
汰
一
条
条
事

一
可
し
令
し
停
。
止
殺
害
已
下
狼
籍
一
事

右
、
殺
害
狼
籍
禁
制
殊
甚
、
宜
下
守
護
国
中
可
上
し
令
二
停
止
一
笑
、

以
前
条
々
、
所
し
仰
如
レ
件
、
抑
忠
久
寄
三
事
於
二
左
右
（
不
し
可
レ
菟
．
凌
無
レ
答
之
輩
一
而
又
家
人
等
誇
一
一
優
恕
一
之
余
、
不
し
可
し

対
。
杵
奉
行
人
之
下
知
→
惣
不
慮
之
事
出
来
之
時
、
各
可
レ
致
二
勤
節
一
笑
、
以
下
、

建
久
八
年
十
一
一
月
三
日

案
主
清
原

令
大
蔵
丞
藤
原
（
花
押
）

知
家
事
中
原

可
し
令
し
停
．
止
売
買
人
一
事

右
、
件
条
、
可
二
禁
過
一
之
由
、

右
、
催
二
彼
国
家
人
等
一
可
し
令
一
一
勤
仕
一
笑
、

可
レ
処
二
重
科
一
笑
、

可
し
令
し
催
．
動
内
裏
大
番
一
事

宣
下
稠
畳
、
而
辺
境
之
輩
、
違
犯
之
由
有
二
其
聞
→
早
可
二
停
止
一
若
有
一
一
違
背
之
輩
一
者
、
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鎌倉期の奉行人について（二）

（
“
）

こ
の
下
文
は
佐
藤
進
一
氏
に
よ
れ
ば
守
護
補
任
条
で
あ
る
が
、
守
護
は
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
は
政
所
の
統
括
下
に
あ
っ
た
の
か
ｊ
Ｄ
し

れ
な
い
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
守
護
が
「
家
人
奉
行
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
安
田
元
久
氏
に
よ
れ
ば
、
「
な
お

か
っ
て
の
軍
事
的
指
揮
官
と
し
て
の
権
限
は
、
平
時
と
い
え
ど
も
潜
在
的
に
は
守
護
の
権
限
内
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
平
時
に
あ
っ
て

は
む
し
ろ
管
国
内
の
御
家
人
に
対
す
る
統
制
権
と
し
て
、
こ
れ
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
守
護
」
を
「
家
人
奉
行
人
」

（
妬
）

と
称
す
こ
と
ｊ
Ｄ
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
守
護
は
管
国
内
の
治
安
維
持
や
取
り
締
ま
り
に
意
を
尽
く
し
た
の
み
な

ら
ず
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
た
め
に
和
与
に
直
接
に
係
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
永
仁
一
一
一
年
（
’
二
九
五
）
の
「
関

（
妬
）

東
下
知
状
」
で
あ
る
。

散
位
藤
原
朝
臣
（
花
押
）

別
当
前
因
幡
守
中
原
朝
臣

親
治
号
下
奉
行
人
状
構
。
出
謀
書
一
由
上
事
、

右
、
相
互
錐
し
有
二
申
旨
→
所
詮
、
無
二
正
文
一
之
間
、
非
二
沙
汰
之
限
一
美
、
以
前
条
々
、
依
二
鎌
倉
殿
仰
（
下
知
如
レ
件
、

治
亡
父
親
綱
一
令
二
和
与
一
之
間
、
任
一
一
彼
状
一
不
し
可
し
有
一
一
相
違
一
之
由
、
守
護
人
乘
噸
鮒
正
嘉
一
一
年
令
二
下
知
一
之
後
、
已
経
一
一

汁
年
一
之
間
、
如
一
一
式
目
一
考
、
今
更
不
し
及
二
沙
汰
一
然
則
、
守
二
和
与
状
井
先
下
知
『
各
可
一
一
領
知
一
焉
、

佐
多
弥
九
郎
定
親
代
了
親
与
二
同
弥
四
郎
親
治
一
相
。
論
大
隅
国
佐
多
村
内
田
栞
段
・
園
壱
所
一
事
、

右
、
如
二
大
宰
少
弐
経
資
法
師
鰍
駆
・
大
友
兵
庫
頼
泰
法
師
離
舳
執
進
訴
陳
状
井
両
方
所
し
進
証
文
等
一
考
、
枝
葉
雛
し
多
、
所
詮
、

於
二
件
田
・
屋
敷
一
者
、
定
親
等
伯
母
建
部
氏
之
跡
也
、
無
二
男
子
一
於
レ
未
二
処
分
一
令
二
死
去
一
畢
、
而
定
親
亡
父
宗
親
与
二
親

（
傍
線
筆
者
）
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前
半
部
は
所
領
相
論
の
裁
定
で
あ
る
が
、
亡
父
の
代
の
和
与
状
を
守
護
人
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
式
目
の
年
紀
制
を
適
用

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
和
与
状
と
下
知
の
趣
旨
を
遵
守
し
て
領
知
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
後
段
は
謀
書
に
関
す
る
い
わ
ば
刑
事

事
件
の
裁
定
で
あ
る
が
、
所
詮
の
と
こ
ろ
正
文
が
な
い
の
で
沙
汰
の
限
り
に
あ
ら
ず
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
奉

行
人
状
」
は
事
件
の
経
過
か
ら
い
っ
て
守
護
人
の
下
知
状
を
さ
す
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
守
護
人
は
奉
行
人
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
守
護
は
政
所
の
統
括
下
に
当
初
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
一
三
世
紀
後
半
の
文
永
以
降
頃
に
な
る
と
侍
所
と
密
接

（
灯
）

な
関
係
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
佐
藤
進
一
氏
が
夙
に
論
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
侍
所
奉
行
人
と
は
守
護
人
の
こ
と
を

さ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。

以
上
、
鎌
倉
幕
府
成
立
に
と
も
な
っ
て
設
置
さ
れ
た
施
政
機
関
、
す
な
わ
ち
政
所
、
問
注
所
、
侍
所
に
お
け
る
奉
行
人
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
て
き
た
。
一
口
に
奉
行
人
と
い
っ
て
も
、
政
務
担
当
者
を
含
め
た
広
義
の
意
味
で
の
奉
行
人
と
、
実
務
的
な
下
僚
の
み
を
意

味
す
る
狭
義
の
意
味
で
の
奉
行
人
と
い
う
、
二
義
的
な
用
法
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

実
務
的
な
性
格
を
も
つ
狭
義
の
意
味
で
の
奉
行
人
で
、
し
か
も
裁
判
実
務
や
法
の
運
用
に
日
常
的
に
携
わ
る
奉
行
人
と
し
て
は
、
主
に

問
注
所
を
中
心
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
問
注
奉
行
人
を
お
い
て
他
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
所
や
侍
所
に
所
属
す
る
奉
行

人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
地
・
保
奉
行
人
や
守
護
人
は
、
様
々
な
行
政
実
務
の
一
環
と
し
て
警
察
・
検
察
的
機
能
を
担
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

永
仁
三
年
五
月
一
日

陸
奥
守
平
朝
臣
（
花
押
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

（
傍
線
筆
者
）
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鎌倉期の奉行人について（二）
最
後
に
、
鎌
倉
幕
府
の
機
関
と
し
て
は
少
し
遅
れ
て
一
二
世
紀
半
ば
の
建
長
元
年
（
’
二
四
九
）
に
設
置
き
れ
た
引
付
な
い
し
引
付

方
の
奉
行
人
、
す
な
わ
ち
引
付
奉
行
人
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
引
付
奉
行
人
も
他
の
奉
行
人
同
様
に
施
政
機
関
に
所
属

す
る
奉
行
人
で
あ
る
が
、
引
付
頭
、
引
付
衆
、
奉
行
人
の
区
分
が
明
解
で
あ
り
、
引
付
奉
行
人
と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
狭
義
の
意
味
で
の

実
務
的
な
下
僚
を
意
味
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
引
付
の
設
置
に
よ
り
お
そ
ら
く
多
く
の
問
注
奉
行
人
が
引
付
に
所
管
替
え
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
引
付
奉
行
人
は
問
注
奉
行
人
か
ら
法
曹
官
僚
と
し
て
の
主
役
の
座
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
引
付
奉
行

人
の
出
現
は
大
変
重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
活
動
状
況
を
窺
わ
せ
る
史
料
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
、
別
に
節
を
あ
ら
た
め
て
後
で
詳

し
く
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
さ
し
あ
た
り
一
一
一
浦
周
行
「
綴
法
制
史
の
研
究
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
）
七
一
六
頁
以
下
、
牧
健
二
「
日
本
封
建
制
度
成
立
史
」
（
弘
文
堂
書
房
、
’
九
一
一
一
五

年
）
二
四
頁
以
下
、
佐
藤
前
掲
書
五
頁
以
下
、
石
井
良
助
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
」
（
「
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
」
増
補
版
（
創
文
社
、
一
九
七
二
年
）
一

三
四
頁
以
下
、
初
出
は
「
国
家
学
会
雑
誌
」
六
二
巻
五
号
（
一
九
四
八
年
）
）
、
佐
藤
進
一
「
幕
府
論
」
（
「
日
本
中
世
史
論
集
』
（
岩
波
書
店
、
’
九
九
○
年
）
一
一
一
頁
以

下
、
初
出
は
「
新
日
本
史
講
座
」
〔
封
建
時
代
前
期
〕
（
中
央
公
論
社
、
’
九
四
九
年
）
）
、
水
戸
部
正
男
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
時
期
に
就
て
」
（
「
法
制
史
研
究
」
一
号
、

’
二
九
頁
以
下
一
、
石
母
国
正
「
鎌
倉
政
権
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
１
１
東
国
に
お
け
る
二
八
○
’
八
三
年
の
政
治
過
程
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
石
母
国
正
著
作

集
」
第
九
巻
，
中
世
国
家
成
立
史
の
研
究
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
頁
以
下
、
初
出
は
『
歴
史
学
研
究
」
二
○
○
号
（
一
九
五
六
年
）
）
、
安
田
元
久
「
鎌
倉

幕
府
論
」
（
日
本
歴
史
学
会
編
「
日
本
史
の
問
題
点
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
八
二
頁
以
下
）
、
大
饗
亮
「
封
建
的
主
従
制
成
立
史
研
究
」
（
風
間
書
房
、
一

九
六
七
年
）
三
九
五
頁
以
下
（
初
出
は
「
法
経
学
会
雑
誌
』
五
七
号
（
一
九
六
六
年
）
）
、
上
横
手
雅
敬
「
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
」
（
前
掲
書
二
頁
以
下
、
初
出
は
岩

波
講
座
「
日
本
歴
史
』
５
中
世
１
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
）
、
川
合
康
「
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
」
（
校
倉
書
房
、
二
○
○
四
年
）
一
一
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

（
２
）
石
井
良
助
「
鎌
倉
幕
府
政
所
設
置
の
年
代
」
（
前
掲
「
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
」
増
補
版
、
二
二
五
頁
以
下
）
、
湯
田
前
掲
論
文
一
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

（
３
）
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
（
二
八
四
）
一
○
月
六
日
条
。

（
４
）
同
右
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
一
○
月
二
○
日
条
。
た
だ
し
、
工
藤
勝
彦
氏
は
こ
の
記
事
の
信
懸
性
を
疑
い
、
文
治
年
間
以
降
に
問
注
所
が
設
立
さ
れ
た
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
論
文
二
五
頁
以
下
）
。
な
お
、
「
吾
妻
鏡
」
正
治
元
年
（
’
’
九
九
）
四
月
一
日
条
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
問
注
所
は
一
時
的
に
執
事
で
あ

る
三
善
康
信
の
居
所
に
置
か
れ
た
後
に
御
所
外
に
新
造
さ
れ
た
（
佐
藤
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
一
八
頁
を
参
照
）
。
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（
皿
）
佐
藤
進
一
「
鎌
倉
幕
府
職
員
表
復
原
の
試
み
」
（
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
二
二
五
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
Ⅲ
）
こ
れ
ら
の
書
き
入
れ
に
つ
い
て
、
佐
藤
・
池
内
前
掲
『
中
世
法
制
史
料
集
」
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
の
補
註
師
は
、
「
猶
、
条
文
中
、
随
所
に
「
建
長
行
こ
「
延

応
行
願
」
「
弘
長
政
所
」
な
ど
の
傍
書
が
見
え
る
が
、
こ
の
年
号
は
同
一
の
規
定
が
他
の
時
期
に
も
発
布
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
人
名
、
役
所
名
は
そ

の
時
々
に
お
け
る
そ
の
条
項
担
当
の
奉
行
人
乃
至
奉
行
機
関
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
（
一
一
一
九
二
頁
）
と
す
る
。

（
ｕ
）
「
鎌
倉
遺
文
」
六
二
三
八
号
の
「
関
東
御
教
書
」
は
、
こ
の
記
事
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

定
）
「
御
成
敗
式
目
』
に
付
さ
れ
た
起
請
文
の
末
尾
に
「
問
注
奉
行
人
起
請
詞
同
前
云
々
」
と
み
え
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
問
注
奉
行
人
」
は
前
掲
「
中
世
政
治
社
会
思

想
」
上
、
三
八
頁
の
頭
注
が
述
べ
る
よ
う
に
、
問
注
と
は
訴
訟
一
般
の
こ
と
で
あ
り
、
「
裁
判
に
た
ず
さ
わ
る
す
べ
て
の
奉
行
人
」
を
意
味
し
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ

く
追
加
法
二
二
九
に
は
、
評
定
の
場
に
お
け
る
縁
者
の
退
座
規
定
を
「
問
注
奉
行
」
に
準
用
す
る
条
項
が
み
え
る
が
、
こ
の
「
問
注
奉
行
」
も
同
様
に
捉
え
て
よ
い

（
ｕ
）
細
川
重
男
「
政
所
卦

七
・
八
頁
）
を
参
照
。

（
７
）
追
加
法
三
四
○
。

（
８
）
追
加
法
三
四
六
。

（
９
）
追
加
法
三
四
九
。

（
５
）
佐
々
木
前
掲
書
二
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
６
）
佐
藤
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
八
一
一
頁
以
下
、
茨
木
一
成
「
侍
所
考
－
－
初
期
鎌
倉
幕
府
政
治
の
一
考
察
－
１
」
（
「
史
泉
』
二
号
、

岡
田
清
一
「
佐
竹
合
戦
と
侍
所
の
創
設
」
（
福
田
豊
彦
編
「
中
世
の
社
会
と
武
力
」
（
吉
川
弘
文
館
、
’
九
九
四
年
）
六
一
頁
以
下
）
、
等
を
参
照
。

（
７
）
追
加
法
三
四
○
。
な
お
、
以
下
の
書
き
入
れ
も
含
め
て
「
鎌
倉
遺
文
」
八
六
二
八
号
を
参
照
。

（
胆
）
「
吾
妻
鏡
」
建
仁
三
年
（
’
二
○
’
一
一
）
’
二
月
一
八
日
条
に
は
「
諸
人
訴
論
是
非
、
進
．
寛
文
書
一
之
後
、
至
一
一
一
一
一
ヶ
日
一
不
し
加
二
下
知
一
者
、
可
し
被
し
処
二
奉
行

人
於
緩
怠
過
一
之
由
、
儲
二
其
法
一
云
々
」
と
あ
り
、
奉
行
人
に
は
大
変
に
厳
し
い
職
務
規
律
が
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
吾
妻
鏡
」
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

一
二
月
一
三
日
条
に
も
「
六
波
羅
御
沙
汰
之
間
、
問
注
奉
行
人
緩
怠
遅
参
之
由
、
依
レ
有
二
其
聞
一
定
二
時
尅
一
令
二
着
到
一
之
」
と
あ
り
、
六
波
羅
問
注
奉
行
人
の
「
緩

怠
遅
参
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
『
鎌
倉
遺
文
」
五
九
七
六
号
の
「
北
条
泰
時
書
状
」
を
参
照
。
さ
ら
に
『
吾
妻
鏡
」
仁
治
二
年

（
二
一
四
一
）
五
月
一
○
日
条
に
よ
れ
ば
、
問
注
奉
行
人
の
大
江
以
康
が
「
非
勘
之
答
」
に
よ
っ
て
所
領
を
召
し
放
た
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
佐
藤
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
二
三
頁
。

（
旧
）
「
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
三
月
一
一
一
一
日
条
。

（
、
）
追
加
法
三
四
四
。

（
ｕ
）
細
川
重
男
「
政
所
執
事
二
階
堂
氏
の
家
系
」
（
鎌
倉
遺
文
研
究
会
編
「
ハ
鎌
倉
遺
文
研
究
Ⅱ
Ｖ
鎌
倉
時
代
の
社
会
と
文
化
」
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）
二
二

で
あ
ろ
う
。

二
六
頁
以
下
）
、
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鎌倉期の奉行人について（二）

訂
）
両
者
は
一
対
を
な
し
て
お
り
、
前
掲
「
武
家
名
目
称
」
に
よ
れ
ば
、
「
扱
鎌
倉
殿
の
中
頃
よ
り
政
所
寄
人
の
内
さ
る
べ
き
輩
を
以
て
保
検
断
奉
行
と
地
奉
行
と
の
両

職
に
補
せ
ら
れ
、
互
に
相
助
け
て
府
下
の
保
々
の
雑
務
を
沙
汰
せ
し
む
る
こ
と
い
で
き
た
れ
り
、
（
中
略
）
常
の
辞
に
保
々
の
奉
行
人
な
ど
い
ひ
し
は
即
ち
此
両
奉
行

の
事
を
つ
か
れ
よ
べ
る
な
り
、
但
そ
の
専
務
と
す
る
所
を
分
ち
い
へ
ぱ
、
検
断
奉
行
は
市
中
を
巡
察
し
て
非
違
を
検
し
是
非
を
断
ず
る
っ
か
さ
に
し
て
ひ
と
へ
に
検

非
違
使
の
職
の
如
し
、
地
奉
行
は
道
路
屋
舎
売
買
等
の
こ
と
を
む
ね
と
す
る
も
の
に
て
い
は
ゆ
る
市
正
の
職
に
類
せ
り
、
さ
れ
ど
も
互
い
に
相
助
け
て
こ
と
を
行
ひ

し
故
に
一
対
に
よ
ぱ
れ
し
な
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
二
七
八
頁
）
。

（
犯
）
追
加
法
二
九
九
に
よ
れ
ば
建
長
六
年
（
一
一
一
五
四
）
五
月
一
日
に
人
質
に
つ
い
て
、
ま
た
追
加
法
三
○
四
に
よ
れ
ば
建
長
七
年
（
一
一
一
五
五
）
八
月
九
日
に
人
倫

売
買
銭
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
問
住
所
執
事
の
太
田
康
連
に
布
達
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
す
る
と
政
所
や
守
護
に
対
す
る
人
倫
売
買
禁
制
の
布
達
と

同
趣
旨
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
仔
細
に
み
る
と
こ
れ
ら
を
同
一
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
者
の
人
質
に
つ
い
て
は
、
人
倫
売
買
禁
制
以
前
に
「
入
流
」

と
な
っ
た
人
質
が
禁
制
以
後
に
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
た
場
合
は
、
人
質
行
為
自
体
は
問
題
と
せ
ず
．
倍
之
弁
」
、
要
す
る
に
債
務
額
の
二
倍
を
返
済
せ
し
め
る
こ
と

に
し
、
人
身
売
買
以
後
の
人
質
に
つ
い
て
は
停
止
、
す
な
わ
ち
無
効
に
す
る
こ
と
が
布
達
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
人
倫
売
買
銭
に
つ
い
て
は
、
大
仏
に
寄
進
ざ

（
釦
）
前
掲
書
一
七
二
頁
。

兎
）
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
一
五
八
頁
以
下
。

（
羽
）
同
右
、
’
六
六
頁
。
「
吾
妻
鏡
」
建
久
五
年
（
二
九
四
）
五
月
五
日
条
や
建
長
六
年
（
一
一
一
五
四
）
’
○
月
一
○
日
条
に
み
え
る
「
政
所
下
部
」
は
、
こ
の
よ
う

な
国
雑
色
を
さ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
幻
）
「
鎌

以
下
）

（
犯
）
「
吾
妻
鏡
」
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
六
月
三
○
日
条
。

（
鋼
〉
杉
橋
隆
夫
氏
化
よ
れ
ば
、
政
所
別
当
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
（
「
執
権
逢
署
制
の
起
源
ｌ
鎌
倉
執
権
政
治
の
成
立
過
程
続
編
ｌ
」
（
「
立
命
館
文
学
」
四

一
一
四
・
四
二
五
・
四
一
一
六
合
併
号
、
’
二
一
一
頁
）
。

（
型
）
「
吾
妻
鏡
」
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
二
月
六
日
条
。

（
空
佐
藤
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
二
四
・
五
頁
を
参
照
。

（
翌
野
田
只
夫
「
封
建
社
会
に
於
け
る
雑
色
人
の
位
置
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
八
号
、
四
六
頁
）
。

（
辺
「
鎌
倉
幕
府
の
使
節
に
関
す
る
一
考
察
－
１
雑
色
・
得
宗
被
官
・
御
家
人
ｌ
－
Ｌ
（
羽
下
徳
彦
編
「
中
世
の
政
治
と
宗
教
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
九
○
頁

（
皿
）
同
右
、
三
六
二
頁
。

（
型
佐
藤
前
掲
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
二
四
・
五
頁
を
参
照
。

（
辺
佐
藤
・
池
内
前
掲
「
中
世
法
制
史
料
集
」
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
、
補
註
一
○
五
（
四
一
四
頁
）
。

を
参
照
。

１９



（
蛆
）
「
鎌
倉
遺
文
」
九
五
○
号
。

（
側
）
佐
藤
・
池
内
前
掲
「
中
世
法
制
史
料
集
」
第
二
巻
室
町
幕
府
法
、
三
六
一
一
一
頁
。

（
虹
）
同
右
、
三
六
二
頁
。
な
お
、
佐
藤
氏
も
こ
の
注
釈
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
る
（
前
掲
書
九
六
頁
〉
。

（
鰹
）
鎌
倉
期
の
守
護
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
い
る
研
究
と
し
て
ざ
し
あ
た
り
佐
藤
進
一
「
蝋
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
ｌ
諸
国
守
護
沿
革
考
証
編
－
－
」

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
一
頁
以
下
、
中
原
俊
章
「
守
護
制
度
の
成
立
と
国
衙
警
察
機
構
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
七
二
号
、
一
二
頁
以
下
）
、
お
よ
び
義
江

彰
夫
『
鎌
倉
幕
府
守
護
職
成
立
史
の
研
究
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
九
年
）
一
頁
以
下
、
の
み
を
掲
げ
て
お
く
。

＝戸へ〆￣へ〆＝へグーへグーへ〆￣、〆-，

３９３８３７３６３５３４３３

－－￣￣を－－￣
同前同前参前追前
右掲右掲照掲加掲
、二６と、 ０ ，４－

（
“
）
前
掲
「
蝋
釘
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
ｌ
諸
鬮
守
護
沿
革
考
証
編
１
１
」
二
三
三
頁
．

（
妬
）
「
守
護
と
地
頭
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
四
年
）
四
七
頁
。

（
妬
）
「
鎌
倉
遺
文
」
一
八
八
二
一
号
、
瀬
野
精
一
郎
編
「
墹
訂
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
」
上
関
東
裁
許
状
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
’
九
九
号
（
二
六
二
頁
）
。

な
お
「
鎌
倉
遺
文
」
八
二
八
二
号
が
和
与
状
に
、
八
二
九
九
号
が
下
知
状
に
相
当
す
る
点
に
つ
い
て
、
西
村
安
博
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
和
与
関
係
文
書
に

関
す
る
若
干
の
検
討
ｌ
和
与
を
め
ぐ
る
裁
判
手
続
の
理
解
の
た
め
に
Ｉ
（
｜
〒
完
）
」
（
「
法
制
理
論
」
三
五
巻
二
号
三
頁
）
表
２
の
蛎
を
参
照
．

万
）
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
八
六
頁
以
下
を
参
照
。

れ
た
の
で
あ
る
が
国
々
か
ら
運
上
す
る
こ
と
が
煩
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
地
頭
が
沙
汰
し
送
進
す
る
よ
う
に
布
達
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
人
倫
売
買
の
処
断
そ

の
も
の
に
関
す
る
布
達
で
は
な
く
、
そ
れ
と
の
関
連
で
の
訴
訟
化
の
処
理
や
没
収
さ
れ
た
代
価
の
処
置
等
に
関
す
る
布
達
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で
は
こ
れ
ら
は
人
倫
売
買
に
関
す
る
政
所
や
守
護
等
に
対
す
る
布
達
と
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
を
同
列
に
論
じ
て
い
る
佐
藤
進
一
氏
の
記
述

に
は
（
前
掲
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
二
三
・
四
頁
）
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
鎌
倉
期
に
お
け
る
人
倫
売
買
お
よ
び
人
質
に
つ
い
て
は
、
牧
英
正
「
日

本
法
史
に
お
け
る
人
身
売
買
の
研
究
」
（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
九
二
頁
以
下
を
参
照
。

）
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
二
五
頁

）
追
加
法
三
四
○
～
三
四
一
一
一
、
「
鎌
倉
遺
文
』
八
六
二
八
号
。

）
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
八
三
頁
。
な
お
、
鎌
倉
幕
府
初
期
の
頃
の
侍
所
の
職
務
内
容
と
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
茨
木
前
掲
論
文
一
一
九
頁
以
下

前
掲
論
文
三
○
頁
。

同
右
、
九
九
頁
。

前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
九
八
頁
以
下
。

三
二
頁
。
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